
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面が四辺形状で形成された半導体チップと、
　第１面と前記第１面に対向する第２面とを有し、前記第１面側に前記半導体チップが搭
載された基板と、
　前記半導体チップの第１面の第１領域に形成され、前記半導体チップの一辺側に配置さ
れた第１電極と、
　前記第１領域に形成され、入力部が前記第１電極と電気的に接続された第１増幅手段と
、
　前記半導体チップの前記第１面の前記第１領域とは異なる第２領域に形成され、前記半
導体チップの前記一辺側に配置された第２電極と、
　前記第２領域に形成され、出力部が前記第２電極と電気的に接続された第２増幅手段と
、
　前記半導体チップの前記一辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成され
、第１ワイヤを介して前記第１電極と電気的に接続された第３電極と、
　前記半導体チップの前記一辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成され
、第２ワイヤを介して前記第２電極と電気的に接続された第４電極と、
　前記第１領域に形成され、前記半導体チップの前記一辺と対向する他の辺側に配置され
、前記第１増幅手段の出力部と電気的に接続された第５電極と、
　前記第２領域に形成され、前記半導体チップの前記他の辺側に配置され、前記第２増幅
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手段の入力部と電気的に接続された第６電極と、
　前記半導体チップの前記他の辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成さ
れ、第３ワイヤを介して前記第５電極と電気的に接続された第７電極と、
　前記半導体チップの前記他の辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成さ
れ、第４ワイヤを介して前記第６電極と電気的に接続され、更に前記第７電極と電気的に
接続された第８電極と、
　前記半導体チップの前記一辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成され
、前記半導体チップの前記第１面の前記第１領域と前記第２領域との間の第３領域上を延
在し、基準電位に電位固定される第５ワイヤの一端側が接続された第９電極と、
　前記半導体チップの前記他の辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成さ
れ、前記第５ワイヤの他端側が接続された第１０電極とを有し、
　前記第９電極と前記半導体チップの前記一辺との間の距離は、前記第４電極と前記半導
体チップの前記一辺との間の距離よりも大きく、
　前記第１０電極と前記半導体チップの前記他の辺との間の距離は、前記第７電極と前記
半導体チップの前記他の辺との間の距離よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項 に記載の半導体装置において、
　前記第３電極は、前記半導体チップの前記一辺からの距離が前記第４電極とほぼ同一と
なる位置に配置され、
　前記第７電極及び前記第８電極は、前記半導体チップの前記他の辺からの距離がほぼ同
一となる位置に配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項 に記載の半導体装置において、
　前記第３電極と前記半導体チップの前記一辺との間の距離は、前記第９電極と前記半導
体チップの前記一辺との間の距離よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　平面が四辺形状で形成された半導体チップと、
　第１面と前記第１面に対向する第２面とを有し、前記第１面側に前記半導体チップが搭
載された基板と、
　前記半導体チップの第１面の第１領域に形成された第１電極と、
　前記第１領域に形成され、入力部が前記第１電極と電気的に接続された第１増幅手段と
、
　前記半導体チップの前記第１面の前記第１領域とは異なる第２領域に形成された第２電
極と、
　前記第２領域に形成され、出力部が前記第２電極と電気的に接続された第２増幅手段と
、
　前記基板の前記第１面に形成され、第１ワイヤを介して前記第１電極と電気的に接続さ
れた第３電極と、
　前記基板の前記第１面に形成され、第２ワイヤを介して前記第２電極と電気的に接続さ
れた第４電極とを具備して成り、
　前記第１増幅手段の出力部と前記第２増幅手段の入力部とは電気的に接続され、
　前記第４電極は前記半導体チップの一辺と向かい合う位置に配置され、
　前記第３電極は前記半導体チップの前記一辺に対して交わる他の辺と向かい合う位置に
配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　平面が四辺形状で形成された半導体チップと、
　第１面と前記第１面に対向する第２面とを有し、前記第１面側に前記半導体チップが搭
載された基板と、
　前記半導体チップの第１面に形成された第１電極と、
　前記半導体チップの前記第１面に形成され、入力部が前記第１電極と電気的に接続され
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た第１増幅手段と、
　前記半導体チップの前記第１面に形成された第２電極と、
　前記半導体チップの前記第１面に形成され、出力部が前記第２電極と電気的に接続され
た第２増幅手段と、
　前記基板の前記第１面に形成され、第１ワイヤを介して前記第１電極と電気的に接続さ
れた第３電極と、
　前記基板の前記第１面に形成され、第２ワイヤを介して前記第２電極と電気的に接続さ
れた第４電極とを具備して成り、
　前記第１増幅手段の出力部と前記第２増幅手段の入力部とは電気的に接続され、
　前記第１ワイヤは、前記第１ワイヤと前記半導体チップの一辺とが互いに交差するよう
に、前記第１電極から前記第３電極まで延在し、
　前記第２ワイヤは、前記第２のワイヤと前記半導体チップの前記一辺に対して交わる他
の辺とが互いに交差するように、前記第２電極から前記第４電極まで延在することを特徴
とする半導体装置。
【請求項６】
　平面が四辺形状で形成された半導体チップと、
　第１面と前記第１面に対向する第２面とを有し、前記第１面側に前記半導体チップが搭
載された基板と、
　前記半導体チップの第１面に形成された第１電極と、
　前記半導体チップの前記第１面に形成され、入力部が前記第１電極と電気的に接続され
た第１増幅手段と、
　前記半導体チップの前記第１面に形成された 第２電極と、
　前記半導体チップの前記第１面に形成され、出力部が前記 第２電極と電気的に接
続された第２増幅手段と、
　前記基板の前記第１面に形成され、第１ワイヤを介して前記第１電極と電気的に接続さ
れた第３電極と、
　前記基板の前記第１面に形成され、複数の第２ワイヤを介して前記 第２電極と電
気的に接続された第４電極とを具備して成り、
　前記第１増幅手段の出力部と前記第２増幅手段の入力部とは電気的に接続され、
　前記第１ワイヤは、前記第１ワイヤと前記半導体チップの一辺とが互いに交差するよう
に、前記第１電極から前記第３電極まで延在し、
　前記複数の第２ワイヤの夫々は、前記複数の第２のワイヤの夫々と前記半導体チップの
前記一辺に対して交わる他の辺とが互いに交差するように、前記 第２電極から前記
第４電極まで延在することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項 乃至請求項 のうち何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１増幅手段の前記入力部に入力された信号を電圧増幅し、前記第２増幅手段の前
記出力部から、電圧増幅された前記信号を出力することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のうち何れか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１及び前記第２増幅手段の各々は、ゲート、ソース、及びドレインを有する電界
効果トランジスタを含んで成り、
　前記第１増幅手段の前記入力部は、前記第１増幅手段の前記電界効果トランジスタの前
記ゲートであり、
　前記第１増幅手段の前記出力部は、前記第１増幅手段の前記電界効果トランジスタの前
記ドレインであり、
　前記第２増幅手段の前記入力部は、前記第２増幅手段の前記電界効果トランジスタの前
記ゲートであり、
　前記第２増幅手段の前記出力部は、前記第２増幅手段の前記電界効果トランジスタの前
記ドレインであることを特徴とする半導体装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置に関し、特に、多段式増幅回路構成の半導体装置に適用して有効な
技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置として、ＰＤＣ（ ersonal igital ellular）方式の自動車電話及び携帯
電話、或いはＰＨＳ（ ersonal andyphone ystem)方式の携帯電話等の携帯通信機器
に組み込まれる高周波電力増幅器 (高周波パワーモジュール )がある。この高周波電力増幅
器は、複数の増幅手段を多段に接続した多段式増幅回路構成になっている。
【０００３】
　前記高周波電力増幅器は、一主面に増幅手段が形成された半導体チップを配線基板の一
主面側に 載し、半導体チップの一主面に形成された電極と配線基板の一主面に形成され
た電極とを導電性のワイヤで電気的に接続している。増幅手段は、例えば複数の電界効果
トランジスタの夫々を電気的に並列に接続した構成になっており、増幅手段のゲート端子
(入力部 )は半導体チップの一主面に形成されたチップ側入力用電極と電気的に接続され、
増幅手段のドレイン端子 (出力部 )は半導体チップの一主面に形成されたチップ側出力用電
極と電気的に接続されている。チップ側入力用電極は半導体チップの一辺側に配置され、
チップ側出力用電極は半導体チップの一辺と対向する他の辺側に配置されている。増幅手
段のソース端子は半導体チップの一主面と対向する他の面 (裏面 )に形成された裏面電極と
電気的に接続され、この裏面電極は基準電位に電位固定される。チップ側入力用電極は、
半導体チップの一辺と向かい合うようにして配線基板の一主面に形成された基板側入力用
電極と入力用ワイヤを介して電気的に接続され、チップ側出力用電極は、半導体チップの
他の辺と向かい合うにようにして配線基板の一主面に形成された基板側出力用電極と出力
用ワイヤを介して電気的に接続されている。
【０００４】
ところで、前記高周波電力増幅器においては、小型化及び低価格化を図るため、一つの半
導体チップに複数の増幅手段を形成する試みが成されているが、例えば、一つの半導体チ
ップに二つの増幅手段を形成する場合、前段の増幅手段と後段の増幅手段との入出力が逆
になるため、入力用ワイヤと出力用ワイヤとが近接し、このワイヤ間での相互誘導作用に
よって高周波特性が劣化する問題があった。この問題は、特に、流れる電力差が大きい前
段の入力用ワイヤと後段の出力用ワイヤとの間において顕著となる。
【０００５】
そこで、ワイヤ間の相互誘導作用による高周波特性の劣化を防止する技術が、例えば特開
平９－２６０４１２号公報に記載されている。この技術は、チップ側入力用電極とチップ
側出力用電極との間にチップ側ボンディング用電極を形成し、基板側入力用電極と基板側
出力用電極との間に基板側ボンディング用電極を形成し、このボンディング用電極間をワ
イヤで電気的に接続し、チップ側ボンディング用電極又は基板側ボンディング用電極を基
準電位に電位固定することによって、入力用ワイヤと出力用ワイヤとの相互誘導作用によ
る高周波特性の劣化を防止している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、本発明者等は前述の技術を検討した結果、以下の問題点を見出した。
【０００７】
基板側ボンディング用電極は、基板側入力用電極と基板側出力用電極との間に配置されて
いる。即ち、基板側入力用電極、基板側ボンディング用電極、基板側出力用電極の夫々は
、半導体チップの一辺に沿って一直線上に配置されている。
【０００８】
基板側電極は、一般的にスクリーン印刷法によって形成されるため、ホトリソグラフィ技
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術によって形成されるチップ側電極よりも占有面積が大きくなる。また、伝搬経路を短縮
するために基板側電極の直下においてスルーホール配線が形成される。このスルーホール
配線の平面方向の面積 (外形サイズ )は低抵抗化を図るためにある程度大きくしなければな
らないので、基板側電極の占有面積が大きくなる。更に、スルーホールの加工精度自体も
低いので、基板側電極の占有面積が大きくなる。従って、基板側入力用電極、基板側ボン
ディング用電極、基板側出力用電極の夫々を半導体チップの一辺に沿って一直線上に配置
した場合、これらの電極配列長が長くなり、チップ側入力用電極と基板側入力用電極とが
向かい合わなくなると共に、チップ側出力用電極と基板側出力用電極とが向かい合わなく
なるので、入力用ワイヤ及び出力用ワイヤの長さが長くなる。入力用ワイヤ及び出力用ワ
イヤの長さが長くなると、インダクタンスが増加し、高周波特性が劣化するため、前段の
増幅手段と後段の増幅手段との間隔を広げてワイヤ長を短くしなければならず、半導体チ
ップの占有面積が増加し、高周波電力増幅器の小型化を阻害する要因となる。
【０００９】
本発明の目的は、半導体装置の小型化を図ることが可能な技術を提供することにある。
【００１０】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によっ
て明らかになるであろう。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のと
おりである。
【００１２】
　 平面が方形状で形成された半導体チップと、一主面側
に前記半導体チップが搭載された配線基板と、前記半導体チップの一主面の第１領域に形
成され、前記半導体チップの一辺側に配置された第１電極と、前記半導体チップの一主面
の第１領域に形成され、入力部が前記第１電極と電気的に接続された第１増幅手段と、前
記半導体チップの一主面の第２領域に形成され、前記半導体チップの一辺側に配置された
第２電極と、前記半導体チップの一主面の第２領域に形成され、出力部が前記第２電極と
電気的に接続された第２増幅手段と、前記半導体チップの一主面の第１領域と第２領域と
の間の第３領域に形成された第３電極と、前記半導体チップの一辺と向かい合うようにし
て前記配線基板の一主面に形成され、第１ワイヤを介して前記第１電極と電気的に接続さ
れた第４電極と、前記半導体チップの一辺と向かい合うようにして前記配線基板の一主面
に形成され、第２ワイヤを介して前記第２電極と電気的に接続された第５電極と、前記半
導体チップの一辺と向かい合うようにして前記配線基板の一主面に形成され、基準電位に
電位固定される第３ワイヤを介して前記第３電極と電気的に接続された第６電極とを有す
る半導体装置であって、前記第６電極は、前記第５電極よりも前記半導体チップの一辺か
ら遠く離れた位置に配置されている。前記第４電極は、前記半導体チップの一辺からの距
離が前記第５電極とほぼ同一となる位置、又は前記第６電極よりも前記半導体チップの一
辺から遠く離れた位置に配置されている。
【００１３】
　上述した によれば、第６電極の占有面積に相当する分、第４電極と第５電極との
間隔を狭くすることができるので、半導体チップの第１領域と第２領域との間隔を狭くす
ることができる。この結果、半導体チップの占有面積を縮小することができるので、半導
体装置の小型化を図ることができる。
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。

【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の構成について、自動車電話、携帯電話等の携帯通信機器に組み込まれる高
周波電力増幅器 (高周波パワーモジュール )に本発明を適用した実施の形態とともに説明す
る。なお、実施の形態を説明するための図面において、同一機能を有するものは同一符号
を付け、その繰り返しの説明は省略する。
【００１５】
　（ ）
　図１は、本発明の である高周波電力増幅器の外観構成を示す斜視図であり、図２
は、前記高周波電力増幅器の等価回路図であり、図３は図２に示す一点鎖線で囲まれた部
分と対応する配線基板の要部平面図であり、図４は図３の要部斜視図であり、図５は図３
の要部拡大平面図であり、図６は前記高周波電力増幅器に組み込まれた半導体チップのト
ランジスタ形成領域における要部断面図であり、図７は、前記半導体チップのアイソレー
ション領域における要部断面図である。
【００１６】
　本 の高周波電力増幅器は、図１に示すように、板状の配線基板１の一主面上にキ
ャップ８が重ねられ、外観的には偏平な矩形体構造になっている。配線基板１は、平面が
方形状 (本 においては長方形状 )で形成され、多層配線構造のセラミックス基板で形
成されている。キャップ８は、平面が方形状（本 においては長方形状）で形成され
、導電性の金属材料で形成されている。このキャップ８は、シールド効果を持たせるため
に基準電位 (例えば０［Ｖ］ )に電位固定される。
【００１７】
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前記第１領域に形成され、入力部が前記第１電極と電気的に接続された第１増幅手段と
、

前記半導体チップの前記第１面の前記第１領域とは異なる第２領域に形成され、前記半
導体チップの前記一辺側に配置された第２電極と、

前記第２領域に形成され、出力部が前記第２電極と電気的に接続された第２増幅手段と
、

前記半導体チップの前記一辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成され
、第１ワイヤを介して前記第１電極と電気的に接続された第３電極と、

前記半導体チップの前記一辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成され
、第２ワイヤを介して前記第２電極と電気的に接続された第４電極と、

前記第１領域に形成され、前記半導体チップの前記一辺と対向する他の辺側に配置され
、前記第１増幅手段の出力部と電気的に接続された第５電極と、

前記第２領域に形成され、前記半導体チップの前記他の辺側に配置され、前記第２増幅
手段の入力部と電気的に接続された第６電極と、

前記半導体チップの前記他の辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成さ
れ、第３ワイヤを介して前記第５電極と電気的に接続された第７電極と、

前記半導体チップの前記他の辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成さ
れ、第４ワイヤを介して前記第６電極と電気的に接続され、更に前記第７電極と電気的に
接続された第８電極と、

前記半導体チップの前記一辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成され
、前記半導体チップの前記第１面の前記第１領域と前記第２領域との間の第３領域上を延
在し、基準電位に電位固定される第５ワイヤの一端側が接続された第９電極と、

前記半導体チップの前記他の辺と向かい合うようにして前記基板の前記第１面に形成さ
れ、前記第５ワイヤの他端側が接続された第１０電極とを有し、

前記第９電極と前記半導体チップの前記一辺との間の距離は、前記第４電極と前記半導
体チップの前記一辺との間の距離よりも大きく、

前記第１０電極と前記半導体チップの前記他の辺との間の距離は、前記第７電極と前記
半導体チップの前記他の辺との間の距離よりも大きい
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前記高周波電力増幅器は、図２に示すように、多段式増幅回路で構成されている。この多
段式増幅回路は、主に、容量素子Ｃ１～Ｃ１１、抵抗素子Ｒ１～Ｒ４、マイクロストリッ
プ線路ＳＴＬ１～ＳＴＬ３、増幅手段ＰＷ１～増幅手段ＰＷ３等で構成されている。
【００１８】
増幅手段ＰＷ１、ＰＷ２、ＰＷ３の夫々は、複数の電界効果トランジスタの夫々を電気的
に並列に接続した構成になっている。増幅手段ＰＷ１は、ゲートの総延長が４０００［μ
ｍ］程度で形成され、増幅手段ＰＷ２は、ゲートの総延長が３２００［μｍ］程度で形成
され、増幅手段ＰＷ３は、ゲートの総延長が８０００［μｍ］程度で形成されている。
【００１９】
増幅手段ＰＷ１のゲート端子 (入力部 )は高周波電力 (例えば１［ｍＷ］ )が印加される入力
用外部端子Ｐ inと電気的に接続され、増幅手段ＰＷ１のドレイン端子 (出力部 )は後段の増
幅手段ＰＷ２のゲート端子 (入力部 )及びマイクロストリップ線路ＳＴＬ１の一端側と電気
的に接続されている。増幅手段ＰＷ２のドレイン端子 (出力部 )は後段の増幅手段ＰＷ３の
ゲート端子 (入力部 )及びマイクロストリップ線路ＳＴＬ２の一端側と電気的に接続されて
いる。増幅手段ＰＷ３のドレイン端子 (出力部 )は出力用外部端子Ｐ outと電気的に接続さ
れている。
【００２０】
増幅手段ＰＷ１、ＰＷ２、ＰＷ３の夫々のソース端子は、基準電位（例えば０［Ｖ］）に
電位固定される基準電位用外部端子と電気的に接続されている。マイクロストリップ線路
ＳＴＬ１、ＳＴＬ２、ＳＴＬ３の夫々の他端側は、電源電位 (例えば３．５［Ｖ］ )が印加
される電源電位用外部端子Ｖ D Dと電気的に接続されている。なお、増幅手段ＰＷ１、ＰＷ
２、ＰＷ３の夫々のゲート端子には外部端子Ｖ Gが電気的に接続され、この外部端子Ｖ Gに
は出力電力を調整するための電圧（ＡＰＣ信号，オートマチック・パワー・コントロール
・シグナル）が印加される。
【００２１】
　増幅手段ＰＷ１、ＰＷ２の夫々は、図３に示す半導体チップ５に形成され、増幅手段Ｐ
Ｗ３は、図示していないが、半導体チップ５と異なる他の半導体チップに形成されている
。半導体チップ５は配線基板１の一主面に形成された凹部１Ａ内に搭載され、他の半導体
チップは配線基板１の一主面に形成された他の凹部内に搭載されている。即ち、増幅手段
が形成された半導体チップは配線基板１の一主面側に搭載されている。半導体チップ５、
他の半導体チップの夫々は、平面が方形状（本 においては長方形状）で形成されて
いる。なお、増幅手段ＰＷ３が形成された他の半導体チップについては以降の説明を省略
する。
【００２２】
　半導体チップ５が 載された凹部１Ａの底面には、図４に示すように、導電プレート１
Ｂが形成されている。導電プレート１Ｂは、その直下に形成されたスルーホール配線３を
介して、配線基板１の一主面と対向する他の主面 (裏面 )に形成された基準電位用外部端子
４と電気的に接続されている。この基準電位用外部端子４は例えば０［Ｖ］電位に電位固
定される。なお、前述の入力用外部端子Ｐ in、出力用外部端子Ｐ out、電源電位用外部端
子ＶＤ Ｄ 、外部端子ＶＧ の夫々も配線基板１の裏面に形成されている。
【００２３】
　図５に示すように、増幅手段ＰＷ１は半導体チップ５の一主面の第１領域５Ａに形成さ
れている。増幅手段ＰＷ１のゲート端子は、半導体チップ５の一主面の第１領域５Ａに形
成され、半導体チップ５の一辺５Ｘ側（本 においては一長辺側）に配置されたチッ
プ側入力用電極６Ａと電気的に接続されている。また、増幅手段ＰＷ１のドレイン端子は
、半導体チップ５の一主面の第１領域５Ａに形成され、半導体チップ５の一辺５Ｘと対向
する他の辺５Ｙ側（本 においては他の長辺側）に配置されたチップ側出力用電極６
Ｄと電気的に接続されている。
【００２４】
増幅手段ＰＷ２は半導体チップ５の一主面の第２領域５Ｂに形成されている。増幅手段Ｐ

10

20

30

40

50

(7) JP 3946874 B2 2007.7.18

参考例

搭

参考例

参考例



Ｗ２のドレイン端子は、半導体チップ５の一主面の第２領域５Ｂに形成され、半導体チッ
プ５の一辺５Ｘ側に配置されたチップ側出力用電極６Ｂと電気的に接続されている。また
、増幅手段ＰＷ２のゲート端子は、半導体チップ５の一主面の第２領域５Ｂに形成され、
半導体チップ５の他の辺５Ｙ側に配置されたチップ側入力用電極６Ｅと電気的に接続され
ている。
【００２５】
増幅手段ＰＷ１、ＰＷ２の夫々のソース端子は、後で詳細に説明するが、半導体チップ５
の一主面と対向する他の主面（裏面）に形成された裏面電極と電気的に接続されている。
【００２６】
半導体チップ５の一主面の第１領域５Ａと第２領域５Ｂとの間にはこれらの領域間を電気
的に分離するための第３領域 (アイソレーション領域 )５Ｃが形成されている。この第３領
域５Ｃには、半導体チップ５の一辺５Ｘ側に配置されたチップ側ボンディング用電極６Ｃ
及び半導体チップ５の他の辺５Ｙ側に配置されたチップ側ボンディング用電極６Ｆが形成
されている。
【００２７】
チップ側入力用電極６Ａは、半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい合うようにして配線基板
１の一主面に形成された基板側入力用電極２Ａと入力用ワイヤ７Ａを介して電気的に接続
されている。基板側入力用電極２Ａは、その直下に形成されたスルーホール配線３及び内
部配線を介して、配線基板１の裏面に形成された入力用外部端子 (Ｐ in)と電気的に接続さ
れている。
【００２８】
チップ側出力用電極６Ｂは、半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい合うようにして配線基板
１の一主面に形成された基板側出力用電極２Ｂと出力用ワイヤ７Ｂを介して電気的に接続
されている。基板側出力用電極２Ｂは、その直下に形成されたスルーホール配線３及び内
部配線を介して、増幅手段ＰＷ３が形成された他の半導体チップの一辺と向かい合うよう
にして配線基板１の一主面に形成された基板入力用電極と電気的に接続されている。
【００２９】
チップ側ボンディング用電極６Ｃは、半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい合うようにして
配線基板１の一主面に形成された基板側ボンディング用電極２Ｃとワイヤ７Ｃを介して電
気的に接続されている。基板側ボンディング用電極２Ｃは、その直下に形成されたスルー
ホール配線３及び内部配線を介して、配線基板１の裏面に形成された基準電位用外部端子
４と電気的に接続されている。即ち、ワイヤ７Ｃは基準電位に電位固定される。
【００３０】
チップ側出力用電極６Ｄは、半導体チップ５の他の辺５Ｙと向かい合うようにして配線基
板１の一主面に形成された基板側出力用電極２Ｄと出力用ワイヤ７Ｄを介して電気的に接
続されている。基板側出力用電極２Ｄは、その直下にスルーホール配線３が形成されてい
る。
【００３１】
チップ側入力用電極６Ｅは、半導体チップ５の他の辺５Ｙと向かい合うようにして配線基
板１の一主面に形成された基板側入力用電極２Ｅと入力用ワイヤ７Ｅを介して電気的に接
続されている。基板側入力用電極２Ｅは、スルーホール配線３及び内部配線を介して、基
板側出力用電極２Ｄと電気的に接続されている。
【００３２】
チップ側ボンディング用電極６Ｆは、半導体チップ５の他の辺５Ｙと向かい合うようにし
て配線基板１の一主面に形成された基板側ボンディング用電極２Ｆとワイヤ７Ｆを介して
電気的に接続されている。基板側ボンディング用電極２Ｆは、その直下に形成されたスル
ーホール配線３及び内部配線を介して、配線基板１の裏面に形成された基準電位用外部端
子４と電気的に接続されている。即ち、ワイヤ７Ｆは基準電位に電位固定される。
【００３３】
チップ側出力用電極６Ｄと半導体チップ５の他の辺５Ｙとの距離は、チップ側入力用電極
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６Ａと半導体チップ５の一辺５Ｘとの距離よりも短くなっている。また、チップ側出力用
電極６Ｂと半導体チップ５の一辺５Ｘとの距離は、チップ側入力用電極６Ｅと半導体チッ
プ５の他の辺５Ｙとの距離よりも短くなっている。これは、出力用ワイヤの長さを短くし
、出力抵抗を低くしている。
【００３４】
半導体チップ５の一主面の第１領域５Ａには、増幅手段ＰＷ１のソース端子と電気的に接
続されたソース電極６Ｓが形成されている。このソース電極６Ｓは、チップ側入力用電極
６Ａよりも半導体チップ５の一辺５Ｘ側に配置されている。また、半導体チップ５の一主
面の第２領域５Ｂには、増幅手段ＰＷ２のソース端子と電気的に接続されたソース電極６
Ｓが配置されている。これらのソース電極６Ｓはプローブ検査時に使用される。
【００３５】
　本 の高周波電力増幅器において、入力用ワイヤ７Ａは出力用ワイヤ７Ｂと近接し
て配置されている。入力ワイヤ７Ａは前段の増幅手段ＰＷ１のゲート端子（入力部）に電
気的に接続され、出力用ワイヤ７Ｂは後段の増幅手段ＰＷ２のドレイン端子（出力部）に
電気的に接続されているので、入力用ワイヤ７Ａを流れる電力と出力用ワイヤ７Ｂを流れ
る電力との差は大きいが、基準電位に電位固定されるワイヤ７Ｃが入力用ワイヤ７Ａと出
力用ワイヤ７Ｂとの間に配置されているので、入力用ワイヤ７Ａと出力用ワイヤ７Ｂとの
相互誘導作用による高周波特性の劣化を防止することができる。
【００３６】
また、出力用ワイヤ７Ｄは入力用ワイヤ７Ｅと近接して配置されている。出力用ワイヤ７
Ｄは前段の増幅手段ＰＷ１のドレイン端子（出力部）と電気的に接続され、入力用ワイヤ
７Ｅは後段の増幅手段ＰＷ２のゲート端子（入力部）と電気的に接続されているので、出
力用ワイヤ７Ｄを流れる電力と入力用ワイヤ７Ｅを流れる電力とはほぼ同一であり、この
ワイヤ間での相互誘導作用による高周波特性の劣化は小さいが、基準電位に電位固定され
るワイヤ７Ｆが出力用ワイヤ７Ｄと入力用ワイヤ７Ｅとの間に配置されているので、出力
用ワイヤ７Ｄと入力用ワイヤ７Ｅとの相互誘導作用による高周波特性の劣化を防止するこ
とができる。
【００３７】
基板側ボンディング用電極２Ｃは、基板側出力用電極２Ｂよりも半導体チップ５の一辺５
Ｘから遠く離れた位置に配置されている。基板側入力用電極２Ａは、半導体チップ５の一
辺５Ｘからの距離が基板側出力用電極２Ｂとほぼ同一となる位置に配置されている。即ち
、基板側ボンディング用電極２Ｃは、基板側入力用電極２Ａと基板側出力用電極２Ｂとの
間に配置されておらず、基板側入力用電極２Ａ及び基板側出力用電極２Ｂよりも半導体チ
ップ５の一辺５Ｘから遠く離れた位置に配置されている。従って、基板側ボンディング用
電極２Ｃの占有面積に相当する分、基板側入力用電極２Ａと基板側出力用電極２Ｂとの間
隔を狭くすることができ、これに伴って半導体チップ５の第１領域５Ａと第２領域５Ｂと
の間隔も狭くすることができるので、半導体チップ５の占有面積を縮小することができる
。
【００３８】
基板側ボンディング用電極２Ｆは、基板側出力用電極２Ｄよりも半導体チップ５の他の辺
５Ｙから遠く離れた位置に配置されている。基板側入力用電極２Ｅは、半導体チップ５の
他の辺５Ｙからの距離が基板側出力用電極２Ｄとほぼ同一となる位置に配置されている。
即ち、基板側ボンディング用電極２Ｆは、基板側入力用電極２Ｅと基板側出力用電極２Ｄ
との間に配置されておらず、基板側入力用電極２Ｅ及び基板側出力用電極２Ｄよりも半導
体チップ５の他の辺５Ｙから遠く離れた位置に配置されている。従って、基板側ボンディ
ング用電極２Ｆの占有面積に相当する分、基板側入力用電極２Ｅと基板側出力用電極２Ｄ
との間隔を狭くすることができ、これに伴って半導体チップ５の第１領域５Ａと第２領域
５Ｂとの間隔も狭くすることができるので、半導体チップ５の占有面積を縮小することが
できる。
【００３９】
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半導体チップ５は、図６に示すように、例えば、単結晶珪素からなる p+型半導体基板１０
Ａの一主面上に p-型エピタキシャル層１０Ｂが形成された半導体基体１０を主体とする構
成になっている。
【００４０】
増幅手段ＰＷ１及びＰＷ２を構成する電界効果トランジスタは、半導体基体１０の一主面
のトランジスタ形成領域に形成されている。この電界効果トランジスタは、主に、チャネ
ル形成領域であるｐ型ウエル領域１２、ゲート絶縁膜１４、ゲート電極１５、ソース領域
及びドレイン領域である一対の n-型半導体領域１６及び一対の n+型半導体領域１７で構成
されている。
【００４１】
　ドレイン領域である n+型半導体領域１７には、層間絶縁膜１８に形成された接続孔を通
して、第１層目の配線層に形成された配線１９Ａが電気的に接続されている。ソース領域
である n+型半導体領域１７には、層間絶縁膜１８に形成された接続孔を通して、第１層目
の配線層に形成された配線１９Ｂが電気的に接続されている。配線１９Ｂは、層間絶縁膜
１８に形成された接続孔を通して、 p-型エピタキシャル層１ に形成された p+型半導体
領域１３に電気的に接続されている。 p+型半導体領域１３は p+型半導体基板１０Ａに電気
的に接続されている。ゲート電極１５には、詳細に図示していないが、層間絶縁膜１８に
形成された接続孔を通して、第１層目の配線層に形成された配線１９Ｃが電気的に接続さ
れている。
【００４２】
配線１９Ａには、層間絶縁膜２０に形成された接続孔を通して、第２層目の配線層に形成
された配線２１Ａが電気的に接続されている。この配線２１Ａの一部でチップ側出力用電
極６Ｄ及びチップ側出力用電極６Ｂが形成されている。配線１９Ｂには、層間絶縁膜２０
に形成された接続孔を通して、第２層目の配線層に形成された配線２１Ｂが電気的に接続
されている。この配線２１Ｂの一部でプローブ検査用の電極が形成されている。配線１９
Ｃには、図示していないが、層間絶縁膜２０に形成された接続孔を通して、第２層目の配
線層に形成された配線が電気的に接続されている。この配線の一部でチップ側入力用電極
６Ａ及びチップ側入力用電極６Ｅが形成されている。
【００４３】
半導体チップ５の第３領域５Ｃにおいて、図７に示すように、フィールド絶縁膜１１上に
は、第１層目の配線層に形成された配線１９Ｄが形成されている。この配線１９Ｄは、半
導体チップ５の一辺５Ｘと直行する方向に向かって延在している。配線１９Ｄには、層間
絶縁膜２０に形成された接続孔を通して、第２層目の配線層に形成された配線２１Ｄが形
成されている。この配線２１Ｄは、配線１９Ｄと同様に、半導体チップ５の一辺５Ｘと直
行する方向に向かって延在している。この配線２１Ｄの一部でチップ側ボンディング用電
極６Ｃ及び６Ｆが形成されている。
【００４４】
半導体基体１０の一主面と対向する他の主面（裏面）には裏面電極２１が形成されている
。この裏面電極２１は、導電性の接着材を介在して、配線基板１の凹部１Ａの底面に形成
された導電プレート１Ｂと電気的にかつ機械的に接続されている。即ち、増幅手段ＰＷ１
、ＰＷ２の夫々のソース端子は基準電位に電位固定される。
【００４５】
　本 の高周波電力増幅器において、半導体チップ５の第１領域５Ａと第２領域５Ｂ
との間の第３領域（アイソレーション領域）５Ｃには、基準電位に電位固定される配線１
９Ｄ及び配線２１Ｄが半導体チップ５の一辺５Ｘと直行する方向に向って延在している。
また、第３領域５Ｃには、基準電位に電位固定される p+型半導体領域１３が半導体チップ
５の一辺５Ｘと直行する方向に向って延在し、しかも半導体基体１０が基準電位に電位固
定される。従って、半導体チップ５においては磁束の干渉を抑える構成になっているので
、高周波特性が劣化することはない。
【００４６】
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　このように、本 によれば、以下の効果が得られる。
（１）基板側ボンディング用電極２Ｃは、基板側入力用電極２Ａ及び基板側出力用電極２
Ｂよりも半導体チップ５の一辺５Ｘから遠く離れた位置に配置され、基板側ボンディング
用電極２Ｆは、基板側入力用電極２Ｅ及び基板側出力用電極２Ｄよりも半導体チップ５の
他の辺５Ｙから遠く離れた位置に配置されていることから、基板側ボンディング用電極２
Ｃの占有面積に相当する分、基板側入力用電極２Ａと基板側出力用電極２Ｂとの間隔を狭
くすることができ、また、基板側ボンディング用電極２Ｆの占有面積に相当する分、基板
側入力用電極２Ｅと基板側出力用電極２Ｄとの間隔を狭くすることができるので、半導体
チップ５の第１領域５Ａと第２領域５Ｂとの間隔を狭くすることができる。この結果、半
導体チップ５の占有面積を縮小することができるので、高周波電力増幅器の小型化を図る
ことができる。
【００４７】
（２）基板側入力用電極２Ａは半導体チップ５の一辺５Ｘからの距離が基板側出力用電極
２Ｂとほぼ同一となる位置に配置され、基板側ボンディング用電極２Ｃは基板側入力用電
極２Ａ及び基板側出力用電極２Ｂよりも半導体チップ５の一辺５Ｘから遠く離れた位置に
配置されていることから、基準電位に電位固定されるワイヤ７Ｃが基板側入力用電極２Ａ
と基板側出力用電極２Ｂとの間を横切るので、基板側入力用電極２Ａと基板側出力用電極
２Ｂとの間に基板側ボンディング用電極２Ｃを配置した場合に比べて、磁束の干渉を更に
抑制することができる。
【００４８】
　なお、本 では、基準電位に電位固定されるワイヤ７Ｃ及びワイヤ７Ｆを配置した
例について説明したが、入力用ワイヤ７Ｅを流れる電力と出力用ワイヤ７Ｄを流れる電力
とはほぼ同一なので、前段の増幅手段ＰＷ１のドレイン端子（出力部）に接続された出力
用ワイヤ７Ｄと後段の増幅手段ＰＷ２のゲート端子（入力部）に接続された入力用ワイヤ
７Ｅとの間に、基準電位に電位固定されるワイヤを特に配置しなくてもよい。この場合、
チップ側ボンディング用電極６Ｆ及び基板側ボンディング用電極２Ｆは不要になる。
【００４９】
　また、本 では、基板側入力用電極２Ａを、半導体チップ５の一辺５Ｘからの距離
が基板側出力用電極２Ｂとほぼ同一となる位置に配置した例について説明したが、基板側
入力用電極２Ａは基板側ボンディング用電極２Ｃよりも半導体チップ５の一辺５Ｘから遠
く離れた位置に配置してもよい。この場合においても、前述の と同様の効果が得ら
れるが、入力用ワイヤ７Ａの長さが長くなるので、高周波特性が若干劣化する。
【００５０】
　（実施形態 ）
　図８は、本発明の実施形態 である高周波電力増幅器の配線基板の要部平面図である。
【００５１】
　本実施形態の高周波電力増幅器は、前述の と基本的に同様の構成になっており、
以下の構成が異なっている。
【００５２】
即ち、図８に示すように、基板側ボンディング用電極２Ｃに半導体チップ５の第３領域５
Ｃ上を延在するワイヤ７Ｇの一端側が電気的にかつ機械的に接続され、基板側ボンディン
グ用電極２Ｆにワイヤ７Ｇの他端側が電気的にかつ機械的に接続されている。基板側ボン
ディング用電極２Ｃ及び基板側ボンディング用電極２Ｆは基準電位用外部端子４と電気的
に接続されているので、ワイヤ７Ｇは基準電位に電位固定される。
【００５３】
このように、基板側ボンディング用電極２Ｃにワイヤ７の一端側を接続し、基板側ボンデ
ィング用電極２Ｆにワイヤ７Ｇの他端側を接続することにより、入力用ワイヤ７Ａと出力
用ワイヤ７Ｂとの相互誘導作用による高周波特性の劣化、及び出力用ワイヤ７Ｄと入力用
ワイヤ７Ｅとの相互誘導作用による高周波特性の劣化を防止することができる。
【００５４】
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　（実施形態 ）
　図９は、本発明の実施形態 である高周波電力増幅器の配線基板の要部平面図である。
【００５５】
　本実施形態の高周波電極増幅器は、前述の と基本的に同様の構成になっており、
以下の構成が異なっている。
【００５６】
即ち、図９に示すように、増幅手段ＰＷ１、ＰＷ２及びＰＷ３が一つの半導体チップ５に
形成されている。ＰＷ３は半導体チップ５の一主面の第４領域５Ｄに形成されている。
【００５７】
増幅手段ＰＷ３のゲート端子（入力部）は、半導体チップ５の一主面の第４領域５Ｄに形
成され、半導体チップ５の一辺５Ｘ側（本実施形態においては一長辺側）に配置されたチ
ップ側入力用電極６Ｈと電気的に接続されている。また、増幅手段ＰＷ３のドレイン端子
（出力部）は、半導体チップ５の一主面の第４領域５Ｄに形成され、半導体チップ５の一
辺５Ｘと対向する他の辺５Ｙ側（本実施形態においては他の長辺側）に配置されたチップ
側出力用電極６Ｋと電気的に接続されている。また、増幅手段ＰＷ３のソース端子は、増
幅手段ＰＷ１と同様に、半導体チップ５の裏面に形成された裏面電極２１と電気的に接続
されている。
【００５８】
半導体チップ５の一主面の第２領域５Ｂと第４領域５Ｄとの間には、これらの領域間を電
気的に分離するための第５領域（アイソレーション領域）５Ｅが形成されている。
【００５９】
チップ側入力用電極６Ｈは、半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい合うようにして配線基板
１の一主面に形成された基板側入力用電極２Ｈと入力用ワイヤ７Ｈを介して電気的に接続
されている。基板側入力用電極２Ｈは、その直下に形成されたスルーホール配線３及び内
部配線を介して、基板側出力用電極２Ｂと電気的に接続されている。
【００６０】
チップ側出力用電極６Ｋは、半導体チップ５の他の辺５Ｙと向かい合うようにして配線基
板１の一主面に形成された基板側出力用電極２Ｋと出力用ワイヤ７Ｋを介して電気的に接
続されている。基板側出力用電極２Ｋは、その直下に形成されたスルーホール配線３及び
内部配線を介して、配線基板１の裏面に形成された出力用外部端子と電気的に接続されて
いる。
【００６１】
配線基板１の一主面には、半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい合うようにして基板側ボン
ディング用電極２Ｊが形成され、半導体チップ５の他の辺５Ｙと向かい合うようにして基
板側ボンディング用電極２Ｌが形成されている。基板側ボンディング用電極２Ｊ及び２Ｌ
は、基板側ボンディング用電極２Ｃと同様に、配線基板１の裏面に形成された基準電位用
端子４と電気的に接続されている。
【００６２】
基板側ボンディング用電極２Ｊは、半導体チップ５の一辺５Ｘからの距離が基板側ボンデ
ィング用電極２Ｃとほぼ同一となる位置に配置され、基板側ボンディング用電極２Ｌは、
半導体チップ５の他の辺５Ｙからの距離が基板側ボンディング用電極２Ｆとほぼ同一とな
る位置に配置されている。
【００６３】
基板側ボンディング用電極２Ｊには半導体チップ５の第５領域５Ｅ上を延在するワイヤ７
Ｌの一端側が電気的にかつ機械的に接続され、基板側ボンディング用電極２Ｌにはワイヤ
７Ｌの他端側が電気的にかつ機械的に接続されている。
【００６４】
本実施形態の高周波電力増幅器において、ワイヤ７Ｌは２本配置されている。入力用ワイ
ヤ７Ｅを流れる電力と出力用ワイヤ７Ｋを流れる電力との差は、入力用ワイヤ７Ａを流れ
る電力と出力用ワイヤ７Ｂを流れる電力との差よりも大きい。従って、本実施形態のよう
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に、電力差に応じて基準電位に電位固定されるワイヤの本数を増加することにより、入力
用ワイヤと出力用ワイヤとの相互誘導作用による高周波特性の劣化をより安定した状態で
防止することができる。
【００６５】
　（実施形態 ）
　図１０は、本発明の実施形態 である高周波電力増幅器の配線基板の要部平面図である
。
【００６６】
　本実施形態の高周波電力増幅器は、前述の と基本的に同様の構成になっており、
以下の構成が異なっている。
【００６７】
即ち、図１０に示すように、基板側出力用電極２Ｂが半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい
合う位置に配置され、基板側入力用電極２Ａが半導体チップ５の一辺５Ｘに対して交わる
他の辺５Ｐと向い合う位置に配置されている。
【００６８】
このように、基板側出力用電極２Ｂを半導体チップ５の一辺５Ｘと向かい合う位置に配置
し、基板側入力用電極２Ａが半導体チップ５の一辺５Ｘに対して交わる他の辺５Ｐと向い
合う位置に配置することにより、入力用ワイヤ７Ａと出力用ワイヤ７Ｂとの磁束が直交す
る状態になるので、このワイヤ間における相互誘導作用を抑制することができる。
【００６９】
また、基準電位に電位固定されるワイヤを接続するための基板側ボンディング用電極を設
ける必要がないので、半導体チップ５の第１領域５Ａと第２領域５Ｂとの間隔を狭くする
ことができ、半導体チップ５の占有面積を縮小することができる。この結果、高周波電力
増幅器の小型化を図ることができる。
【００７０】
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種
々変更可能であることは勿論である。
【００７１】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば、下記のとおりである。
半導体装置の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の である高周波電力増幅器の外観構成を示す斜視図である。
【図２】　前記高周波電力増幅器の等価回路図である。
【図３】　図２に示す一点鎖線で囲まれた部分と対応する配線基板の要部平面図である。
【図４】　図３の要部斜視図である。
【図５】　図３の要部拡大平面図である。
【図６】　前記高周波電力増幅器に組み込まれた半導体チップのトランジスタ形成領域に
おける要部断面図である。
【図７】　前記半導体チップのアイソレーション領域における要部断面図である。
【図８】　本発明の実施形態 である高周波電力増幅器の配線基板の要部平面図である。
【図９】　本発明の実施形態 である高周波電力増幅器の配線基板の要部平面図である。
【図１０】　本発明の実施形態 である高周波電力増幅器の配線基板の要部平面図である
。
【符号の説明】
　１…配線基板、１Ａ…凹部、１Ｂ…導電プレート、２Ａ，２Ｄ…基板側入力用電極、２
Ｂ，２Ｅ…基板側出力用電極、２Ｃ，２Ｆ…基板側ボンディング用電極、３…スルーホー
ル配線、４…基準電位用外部端子、５…半導体チップ、５Ａ…第１領域、５Ｂ…第２領域
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、５Ｃ…第３領域（アイソレーション領域）、６Ａ，６Ｅ…チップ側入力用電極、６Ｂ，
６Ｄ…チップ側出力用電極、６Ｃ，６Ｆ…チップ側ボンディング用電極、７Ａ，７Ｅ…入
力用ワイヤ、７Ｂ，７Ｄ…出力用ワイヤ、７Ｃ，７Ｆ…ワイヤ、Ｃ１～Ｃ１１…容量素子
、Ｒ１～Ｒ４…抵抗素子、ＳＴＬ１～ＳＴＬ３…マイクロストリップ線路、ＰＷ１，ＰＷ
２，ＰＷ３…増幅手段。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(14) JP 3946874 B2 2007.7.18



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(15) JP 3946874 B2 2007.7.18



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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